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生田浄水場用地の有効利用を図る事業者を決定しました 

 川崎市上下水道局では、生田浄水場用地の一部について、更新用地として活用する

までの間、有効利用を図るための取組を進めてきました。この度、有効利用を図る事

業者を株式会社川崎フロンターレに決定し、事業の基本的な事項を定めた協定を締結

しました。

今後、地域住民への説明会を開催した上で、この協定に基づき、同社と２０年間の

事業用定期借地権設定契約を締結します。

１ 事 業 者  株式会社川崎フロンターレ 

２ 決定の経過  平成３１年 ３月１５日  用地の借受者公募開始 

                       （プロポーザル方式） 

          令和 元年 ９月２０日  借受適格者として特定 

          令和 元年１０月２８日  協定締結

３ 整備予定内容  別紙のとおり

４ 供用開始予定  令和４年１０月頃

川崎市上下水道局経営管理部経営企画課 舘 

電話 ０４４－２００－３１８９ 
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